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１，はじめに: われわれはことさらの如く意識しないが，憲法上基本的人権が保障され，とりあえず一定の自由が保障された世界にいる．しかし，時間的，経済的，社会的，倫理的にも有形無形の制約の中で生活をしている．これは人間が一人で生きていけない以上，現に社会に所属している，また，いわゆる社会的存在である以上，その社会の決まり事や習俗を無視して生きていくことはできない．つまり，自由に振る舞っても良いが，そこには一定のルールがあり，そのルールの範囲内であれば許され，逸脱すれば指弾や刑罰を受けるのである．
しかし，われわれは，いま以上の自由を希求していることも事実である．
　ところで，その自由が剥奪される，されている場合がある．それは，人としての価値が軽ろんぜられている人や，拘束を受けている人がそれにあたる．ケースによっては生命が脅かされることさえもある．その背景には，現代の科学，医学技術の急速な発展があることも一つの要因である．つまり，誕生から死の場面までのライフサイクルに人間が手を加えることで，当事者の意志を反映することが可能となった．これらの操作は当然，子どもが産みたくても母体に何らかの障害があり産めなかった母親には朗報であるにちがいない．また，重篤な疾患により死にゆく人にとって，他の人の臓器を提供され生を永らえることができれば望外の幸福といえる．しかし，誰かが脳死の状態になることを期待することから生まれる治療法を，あるいは，第三者の子宮を借用して我が子を授かることを素直に受け入れることができるだろうか．
　確実に言えることは，科学技術の恩恵に我々の日常生活は深く浴しており，風水害や地震の被災地の状況をみるにつけ，ライフラインと称されるガス，水道，電気，通信，運輸等々も一旦，その機能を失うと生活が著しく困窮する．もはやこれらが未整備であった旧態然とした状態に戻ることは想像すらできない状態へとなっているのと同様に，医療についてもしかりである．結核が死の病と恐れられ，結核に罹患することで経済的に窮乏し，医療社会事業がその機能として結核相談所を開設し，入院相談，就職相談，療育相談，退院延期相談等を専らとしていた時期も1920年代には必要不可欠なものとして国民の生命と暮らしを支えてきたことは事実である．しかし，抗生物質の開発される一方で国民皆保険制度の導入により，医療制度は確立し，もはや国民病といわれた結核イコール死ではなく，むしろ今では，豊かさの上に発生した慢性の成人病やストレス社会を反映しての精神疾患，アルコール依存症，公害や難病が問題となってきている．
  ともあれ，科学技術により一瀉千里ともいえる速さで生命を巡る技術は進んでいる．人間の尊厳ということを基底において，医療，科学の進展に対して，許されるかどうか，どの段階で線引きをするのか．つまりどこまでは容認され，どこからは許容されないかを提示することが倫理の役割であるなら，福祉の役割は社会的弱者，要援助者の立場を踏まえて経済効率が最優先される現状に対して，社会的矛盾を正しく見据え弱者の人権が脅かされたり，保障せられるべき人としての権利が蔑ろにされたり，ニーズが切り捨てられることのないよう，福祉としての責任を果たすことにあろう．
２，社会に役立つことと価値:　価値の多様化ということがしばしば話題になる．一般的に価値について考えるとき，その社会にとって何が大切で何が大切ではないかに収斂される．現に所属する社会が有価値と認めない限り，価値はないといえる．いくら特定の個人が有価値と評価しても社会が判断を下すのであり，その時代の所属する社会が価値があると考えれば，大切に扱い，ないのであれば粗雑に扱うのである．戦後の科学的合理主義中心の世界では生産性こそが重視される面があった．しかし，公害の問題を含めて生産性に価値を求めることから，現代では多義多様化してきてとはいえ，ある面では食べることに精一杯でとにかく生活上の豊かさ追求してきた時代から，こころの面で豊かさを求める時代へと変化してきたといえる．
　ところで，人間の価値は相対的であり，貧しき者より富める者が，権力のある者が，なき者より価値があると考えること自体は動かしがたい．しかし，古くは糸賀一雄が「端的にいえば，私たちは今日１００年のおくれの故にかえって，新しい人間の価値観に立って，事態を見直すことが許されているともいうことができよう」（１）と新しい視点を確立しようと試み，「この子らに世の光を」から「この子らを世のひかりを」と高らかに宣言した．糸賀は知的障害者を例にとり，人間の価値におけるパラダイムの転換を主張したが，知的障害者に限らず価値を貶められている数多の障害者を含めた社会的弱者へのそれが求められているのである．
　なんとなれば，1997年10月「臓器移植法」が施行され，7年が経過した現状での実施は28例にとどまっている．そこで，平成16年2月の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会がまとめた臓器移植法改正案では，本人の書面による意思表示という条件があることが，移植が進まないことの原因としている．これは，欧米並みの本人が拒否しない限り家族の承認で臓器を提供できる条件の緩和を模索している一方で，この間対象外であった，20歳未満の未成年についても，成人の臓器を児童に移植することの困難さから，臓器の提供の意思表示ができる年齢を民法で遺言ができる年齢である15歳に引き下げようとしているのである．
　脳死が人の死かという基本的な事柄がいまだよく了解されているとはいえないときにあって，また，脳死それ自体への理解と議論が十二分に尽くされていないことを考えるならば，この改正案に諸手をあげて賛成とは決していうことはできない．さらに，問題な点について水谷(1992)は「移植側の治療願望が，どうせ回復しないだろうとされた脳死状態の人の死を早める力になりはしないでしょうか．そこに死を早めてもいい人という，人間の社会的存在価値のランク付けが入り込みはしないでしょうか．」（２）とあるように，精神障害者，重度の知的な障害社会者等のように社会に貢献できにくい人と，今の社会にとって有益とされる人が互いに一つの臓器の移植を希望するとき，どちらが移植を受けることが可能であろうか．公平さを欠くものにつながることは想像に難くない．情報の公開も不十分で密室というイメージが強く，しかも外部からの第三者機関が公平に審査するというシステムがうまく機能していないことなどを考え合わせると少なからず危惧を覚える．逆に，むしろ，「せめて臓器だけでも世のため人のために役立てるべきだという発想が生まれないとも限りません．臓器が社会的資源となり人間が切り捨てられていく．」（３）のであれば，脳死の判定そのものを含めて，改正法もさることながら臓器移植法そのものに対して見直す必要がある．
  社会福祉の基本的理念は人をかけがえのない存在として捉え，人間を尊重するということに他ならない．寝たきりであれ，痴呆であれ，人は人として生きていくのであり，そこには人間の価値の高低はない．等しく存在と自己実現を保障されるべきである．サルトルがいうように人間が真の意味で人間らしくその尊厳を保つためには，非人間的な処遇を拒否し，神と訣別して神の代わりにヒューマニズムによって非人間的外圧から個としての人間の尊厳を守らねばならないのかもしれない．徹頭徹尾人間性に根ざした人間のために人間の尊厳をまもるのが福祉の根本であるなら，人間を社会の有用性において位置づけようとするヒエラルキーに対して転換を求めつつ，弱者の声なき声を代弁し権利を擁護するのみならず，あるべき姿に価値を高めねばならない．
３，高齢者の介護と人権: 以上，価値について述べたが価値が問題にされるのはその高低である．低きが故の扱われ方である．価値同様に福祉において大切な概念としては人権がある．人権について考えるとき人権に続く言葉は守られる，保障されるあるいは侵されるということになる．ホセ・ヨンパルト(1997)は「人権とは，人間が人間として，つまり人間であるというだけでもっている権利である」（４）としている．簡潔で明瞭である．人が人として生を受けた以上それだけで有する権利である．ところが，この権利が保障され得ない場合がある．
　卑近な話題として高齢者の介護と尊厳の問題がある．2000年に介護保険制度が施行された．それと相前後して特に福祉施設を利用する痴呆性の高齢者の介護場面について，厚生労働省は「身体拘束の禁止」の通達を行っている．内容は「サービスの提供にあたっては，当該入所者（利用者）または他の入所者（利用者）等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他入所者（利用者）の行動を制限する行為を行ってはならない」とした内容である．改めて通達を出すことの意味は，現状でそれが堂々と行われているということの裏付けである．実際に行われているからそれを行ってはならないというのである．
  老人福祉法によれば「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として，かつ，豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに，生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする．」と第2条に謳われている．しかし，高齢になるにつれ心身機能が低下し，家庭を切り盛りする若年者や中年夫婦にとって，あるいは地域社会にあって有用性が低下する．況や自己の生活の妨げになるという理由から虐げられる．十分な介護ができないという表層的な理由からも，厄介払いのような形で好むと好まざるに関わらず施設に入所させられる．特に痴呆や寝たきりの高齢者は生きる価値のない生命のように捉えられる場合さえある．
　しかし，この痴呆性の高齢者の拘束については絶えずジレンマがある．何らかの形で行動に制限を加えなければ，他人に危害が及ぶ，あるいは当事者が自傷することもある．確かに拘束自体は人権を甚だしく侵すことに異論はない．J.Sミルが「人類がその成員のいずれか一人の行動の自由に，個人的にせよ集団的にせよ，干渉することが，むしろ正当な根拠をもつとされる唯一の目的は，自己防衛（self protection）であるというにある．また，文明社会のどの成員に対してせよ，彼の意志に反して権力を行使しても正当とされるための唯一の目的は，他の成員に及ぶ危害の防止にあるというにある」（５）と述べていることからも明らかなように，個人の自由は自己防衛に限り干渉は受けてもその他についてはなされるべきではない．しかし，他の成員に危害が及ぶ場合はこの限りではないとしている．ここに人権についてのジレンマがある．善悪正邪の判断，他への危害の想定等ができないとなれば自己の内なる良識や理性によって自からを律することはできないのであり，緊急かつやむを得ない処遇として，他に代替の方策がなければ制限されることは致し方ない．
４，自由最大化状況での人権擁護: 痴呆性の高齢者が対象とはいえ，生きとし生きる者を括る，縛り付ける，行動を制限するという行為は，する側も受ける側も甚だしく苦痛を伴うことにちがいない．しかし，人間が一人で生活できない，まして誰かの手を借りなければ生を永らえることができない．集団での生活を余儀なくされるという状況下で個人の自由と恣意のみを尊重することは不可能である．しかし，仕方なく行われる制限は，根底に一般市民としてのあたりまえの権利を有し，平等に扱われるべきという共通理解が存在し，その上にたっての制限であり許容される範囲内での最大の自由のもとでしかも最小の制約（自由最大化状況）で対応されるべきである．拘束時における自由最大化状況の取り組みは，同意権，処遇拒否権，選択権が保障される必要がある．同意権については，本人の同意に関する能力の如何に関わらず十分な説明がなされた上で，仮に本人にその能力が欠落している場合は，本人に代わる家族等の誰かが，なぜそのような制約が必要なのか，今後受ける処遇の内容（場所，時間を含む）や，その結果として発生するであろう問題を含めて詳細部分についてまで説明を受けた上で同意するかどうかを判断すべきである．
　処遇の拒否権については処遇前，処遇中に関わらず不快に感じるならば，その制約や拘束の中止や拒否ができる環境になければならない．さらに，選択権については，通常のあるべき処遇が受けられない代わりに，何らかの自由を束縛する制約を加えるのであれば，複数の選択肢が用意されておりその中から選ぶことができるという設定が初めになければならない．そして，これらの権利は高齢者に限ったことではない．精神障害者や，重度の知的障害者にも同様にあてはまることでもある．
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